
2025年3月1日現在

一般保険料率
（調整保険料率を含む）

介護保険料率

被保険者 41.65/1000 8.90/1000

事業主 56.35/1000 8.90/1000

98.00/1000 17.80/1000

※ 調整保険料

合計

保険料率

四電工健康保険組合の保険料率

　全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業（財政調整）を共同して
行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。この保険料率は、基本調整保険料率
1.3/1000に、その組合の財政に応じた若干の増減率（修正率）を乗じて決められ、当健保の2025年度の
調整保険料率は、1.4/1000となっています。


